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平成３０年度 指定管理者モニタリングレポート 

（指定管理者の管理運営業務評価結果） 

施設名 八尾市立障害者総合福祉センター及び八尾市立デイサービスセンター 

所在地 八尾市南本町八丁目４番５号 

所管課 地域福祉部障害福祉課 

 

指定管理者 名 称 社会福祉法人虹のかけはし 

代表者 理事長 辻田 純三 

住 所 八尾市南本町八丁目２番１９号 

指定期間 平成２６年４月１日 ～ 平成３１年３月３１日（５年間） 

 

１．利用者の平等利用の確保及びサービスの向上 

○利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られたか 評価結果 

 開館時間や休館日などは、条例に定められたとおり運営されており、施設の案内表示なども

利用者に分かりやすく表示し、障がい者をはじめとした利用者が利用しやすい環境整備に取り

組んでいる。また、行事の開催等については２か月前に告示するなど、余裕を持った案内がさ

れている。さらに、意見箱などで利用者からの要望等をとりまとめ、新たな企画につなげるな

ど、サービス向上に努めている。 

苦情等については、適切に対応するとともに、発生後速やかに市に対して報告を行う体制を

とっている。 

 

【利用者アンケート（利用者の満足度等）】  

①調査の概要（調査対象、調査時期、調査方法、回答状況） 

 ・調査対象 施設の利用者又はその家族 

 ・調査時期 平成３１年１月７日～平成３１年２月８日 

 ・調査方法 利用者又はその家族に配布し、郵送及び回収箱により回収する。 

 ・回答状況 アンケート用紙５００枚を配布し、２４９枚を回収（回収率４９．８％）。 

 

②アンケート結果の概要（利用者の満足度等） 

   障害者総合福祉センター及びデイサービスセンターにおけるサービスの内容については

７１％の利用者が満足しており、職員の対応についても７１％の利用者が満足している。

また、８７％の利用者が障害者総合福祉センター及びデイサービスセンターを引き続き利

用したいと希望している。 

   サービスの内容について満足している利用者の割合、引き続き利用したい利用者の割合

に関して、昨年度に比べて微減であるが、未記入の割合が増加していることが主な要因で

ある。 

Ｓ 
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２．公の施設の効用発揮 

○公の施設の効用を最大限に発揮されたか 評価結果 

 障がい者の社会参加、余暇支援、生涯学習のために貸館事業等の実施にあたり、広報誌やイ

ンターネット、市政だより等で PR活動を行い、利用者の増加に努めたが、本年度は施設の空調

工事を行った際に安全を最優先するため利用を抑制する必要があり、全体としては利用者が減

少する結果となった。また、地域行事への参加や学校啓発等に加え、本年度は地域のまちづく

り協議会にて車椅子の使用方法に関する出前授業といった活動を新たに行い、さらなる地域貢

献に努めた。 

Ｂ 

 

３．適切な維持管理及び管理経費の縮減 

○公の施設の適切な維持及び管理が図られるとともに、その管理に係る経費の縮

減が図られたか 

評価結果 

 

 建物や設備機器等の維持、保守管理業務は適切に行われている。また、電気、ガス、水道に

ついて、利用者への影響を及ぼさない範囲で無駄なく効率的な使用に努めた。 Ａ 

 
４．団体の人員、資産その他の経営規模及び能力 

○公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有し

ているか 

評価結果 

 

 法令等を遵守し、人員配置等の業務執行体制も適切である。また、職員の資質や能力向上を

図るため、支援方法や介護技術の習得、障がい特性について理解を深める研修や人権啓発研修

等を実施しており、就労困難者雇用については、障がい者雇用の取組みを積極的に行っている。 

Ａ 

 

５．その他施設の性質または目的に応じた基準 

○その他市長が公の施設の性質又は目的に応じて別に定める基準を満たしたか 評価結果 

 個人情報保護規定の遵守、管理等は適切に行われている。また、地域の防災訓練への参画や

地域で開催されるふれあい祭への出演など、地域との交流を深めた。さらに、障がい者理解の

促進に向けたバリアフリー上映会の実施のほか、リサイクル BOX の設置や緑のカーテン等、環

境に配慮した事業を展開している。 

Ｓ 
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【総合評価】 

 評価の視点 得点率（評価）(ａ) 評価配点(ｂ) 評価点(ａ×ｂ) 

１ 利用者の平等利用の確保及びサービスの向上 90％（S） 23.3 21 

２ 公の施設の効用発揮 75％（B） 20 15 

３ 適切な維持管理及び管理経費の縮減 89.5％（A） 20 17.9 

４ 団体の人員、資産その他の経営規模及び能力 80.8％（A） 23.3 18.9 

５ その他施設の性質または目的に応じた基準 94.4％（S） 13.3 12.6 

合計 100 85.4 

 
 

総合評価 Ａ 
 

 

 

 

【モニタリング内容の総括】  

 本年度も独自にアンケートを実施し、利用者の満足度向上に取り組むとともに、職員の資質向上のため介護

実技や相談支援業務、人権に関する研修などを実施した。 

また、近隣小学校での障がい者理解教育の実施や市内中学校職業体験の受け入れ、障がい者スポーツのつど

いの開催や地域防災訓練の参加等を通じて地域との連携に努めた。 

 

 

＜参考＞ 

■ 評価基準表（得点率で判断） 

Ｓ（90％以上） 業務推進に必要とする水準を満たすだけでなく、より高い水準での施設の管

理運営が行われ、積極的な創意工夫や改善活動を主体的に行っている 

Ａ（80％以上 90％未満） 業務推進に必要とする水準を満たしていると判断できる 

Ｂ（60％以上 80％未満） 業務推進に必要とする水準を十分に満たしていないと思われる 

Ｃ（60％未満） 業務推進が不十分で、今後支障をきたす可能性があり、改善の検討が必要と

思われる 

■「総合評価」の評価基準 

評価の視点ごとの得点率及び評価配点をもとに評価点を算出し、上記の評価基準表により評価を行う。 

ただし、総合評価がＳまたはＡとなるためには、評価基準表に定める得点率の基準（Ｓ：90％以上、Ａ：80％

以上）を満たした上で、以下の要件も満たす必要がある。 

 

 

 

 

 

総合評価がＳとなる要件 

５つの評価の視点の評価において、Ｓが３つ以上であること。 

総合評価がＡとなる要件 

 ５つの評価の視点の評価において、ＳまたはＡが３つ以上であり、かつ、Ｃがないこと。 

  

※得点率・評価配点・評価点については、原則として、小数点第２位を四捨五入

しているため、端数の関係上、評価配点の合計及び評価点の算定結果等が表上の

計算と整合しない場合がある。 

 


